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第 １１ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  平成２５年１１月２１日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市久居庁舎 ３階 ３０１・３０２会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25 伊藤 武則・26 稲葉 和久・27 大井 一司・28 鈴木 照正 

29 田口 慶則・30 諸戸 善昭・31 上川 洋文・32 田中 竹次 

33 守山 孝之・35 池田 昌司・36 井谷  㓛・37 岸野 隆夫 

38 中川 和雄・39 藤田  武・40 結城 晉三・42 片岡 眞郁 

47 中谷 秀也 

以上１７名 

欠 席 委 員    

 

出席部会員外委員  34浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村事務局次長・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所   久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

 

          美杉：松永主査  

 

議 事 録 署 名 者  ２８番 鈴木 照正・３９ 藤田  武 

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

所有権移転） 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 
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賃貸借権） 

 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

使用貸借） 

 

議案第６号 非農地証明願について 

 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   第１１回第２農地部会を開会いたします。まず始めに、議事録署名者を私の

方から指名させていただきます。 

２８番 鈴木 委員、３９番 藤田 委員の両委員にお願いしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いいたします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第

４号につきまして事務局から一括して報告をお願いします。 

事務局お願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から５で件数は５件、合計面積６，０３９㎡で、すべて田でございま

す。 

これらにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意

に基づき解約をいたしたものであります。 

続きまして、２ページ、３ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

これにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数は４件、

合計面積は、３ページになりますが、８，１０６㎡、内訳としまして、田で   

６，７０５㎡、畑で１，４０１㎡でございます。 

この案件につきまして、あっせん等の希望はございません。次に、４ページ

をお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、一般個人住宅用地、番号２、一般住宅及び物置用地、番号３、家財

置場用地の３件で、合計面積は、畑で２，１６８㎡でございます。 

５ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１、番号２、番号３とも、一般個人住宅用地への転用で、この３件の合
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計面積は５７２㎡、内訳は、田が３３０㎡、畑が２４２㎡でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりでございます

ので、よろしくお願いします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ６ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 波瀬、受け人     、面積１３，７２８㎡、渡し人  、

面積２，３６９㎡、申請地 一志町波瀬入野    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積１９２㎡です。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小したい渡人から申

請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 波瀬、受け人     、面積４，６５７㎡、渡し人     、

面積６０４㎡、申請地 一志町波瀬桶屋敷    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積６０４㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

以上件数は、２件、合計面積は、７９６㎡、すべて畑でございます。 

いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。ただいま、事務局より説明がありましたが、現地

に立ち会った地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

上川委員   ３１番 上川です。１８日に支所の担当の方と現地確認させていただきまし

た。２件ありますけど、２件ともイノシシやサルやらの遊び場ですけれども、

綺麗な畑になっておりました。そういう事で、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さん方、

何かご意見ございましたら。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につ

いて、これに、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ７ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 久居、申請者     、申請地 久居野村町権田    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積６４１㎡ 外４筆で、合計面積    

１，４８６㎡です。 

これにつきましては、申請地を昭和５８年ごろから駐車場及び資材置場用地

として利用しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするもの

です。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 久居、申請者     、申請地 久居藤ヶ丘町藤谷    、

台帳地目・現況地目とも田、面積１４０㎡。 

これにつきましては、申請地を、一般個人住宅用地とするものです。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 多気、申請者     、申請地 美杉町上多気町屋    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積８２６㎡。 

これにつきましては、申請地を昭和６０年ごろから、家族や地元住民のイベ

ント時等の駐車場として利用しており、始末書の提出がありますことから追認

しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件、合計面積は２，４５２㎡で、その内訳は、田が９６６㎡、

畑が１，４８６㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。１９日に農業委員６名、事務局２名で現地確認へ行って

まいりました。 

場所は久居駅の東側にあたりまして、新しく移転しました    さんの向

かい側で    さんの３０台くらいの駐車場として必要とのことでした。 

事務局の説明通り、何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議願いま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

田口委員   ２９番 田口です。先日１８日に現地確認をさせていただきました。    

の信号から東へ３００ｍくらい行った所です。 

事務局の説明通りでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 
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結城委員   ４０番 結城でございます。第３番について説明をいたします。先ほどから

事務局が説明していただいた通りでございますが、子、孫及び申請人の駐車場

とするということです。 

地域の人が利用できる駐車場として、活用していきたいということす。また

始末書が提出されております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第２号につ

いて、これに、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   ８ページから９ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 栗葉、受け人     、渡し人     、申請地 庄田

町若林    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４４９㎡ 外１筆で、合計

面積４８８㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅及

び進入路用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 榊原、受け人     、渡し人     、申請地 榊原

町東山    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積１２２㎡ 外２筆で、

合計面積３３２㎡。 

これにつきましては、申請地は、受人である    の境内で、すでに山林

化しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農

地区分は第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 波瀬、受け人     、渡し人     、申請地 一志

町波瀬入野    、台帳地目 田、現況地目 山林、面積１，２８２㎡。 

これにつきましては、受人は、昭和４０年ごろから、渡人が山林として利用

しているこの申請地を譲り受けるもので、渡人から始末書の提出がありますこ

とから追認しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 波瀬、受け人     、渡し人      外１名、申請

地 一志町波瀬若園    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１９８㎡ 外

１筆で、合計面積４６５㎡。 

これにつきましては、受人は、自社の工場及び倉庫に隣接するこの申請地を
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譲り受け、駐車場用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 倭、受け人     、渡し人     、申請地 白山町

佐田車垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積４９２㎡。 

これにつきましては、受人の居宅用地が手狭なため、隣接するこの申請地を

渡人から譲り受け、駐車場用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断

されます。 

番号６、地区 八知、受け人     、渡し人     、申請地 美杉

町八知柳笠    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積２３㎡ 外２筆で、 

合計面積１，０３４㎡ 

これにつきましては、受人は、渡人が昭和４５年ごろから山林として利用し

ているこの申請地を譲り受けるもので、渡人から始末書の提出がありますこと

から追認しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 川上、受け人     、渡し人     、申請地 美杉

町川上中切    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３２７㎡ 外１筆で、

合計面積４３６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人からこの申請地を譲り受け、駐車場及び

倉庫用地とするものです。 

なお、申請地の内、    につきましては、平成 7年ごろに倉庫が建築さ

れており、渡人から始末書の提出がありますことから追認しようとするもので

す。農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数は７件、合計面積は４，５２９㎡で、その内訳は、田で２，９００

㎡、畑で１，６２９㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っ

た地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。１８日に委員６名と事務局２名で現地確認を行ってまい

りました。 

場所は、市道西鷹跡庄田線にありまして、目標になる所は若干ないのですが、

国道１６５号線沿いに    があります。それの南側に対して６００ｍから

７００ｍの所で、市道に面した所です。詳細については、事務局の説明通りで

すのでよろしくご審議をお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤です。１８日に現地確認へ行きまして、現場は、    から

奥へ３００ｍ行って、それから山側へ行くこと５０ｍの所で境内の敷地です。

事務局の説明通り、何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議ください。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番、お願いします。 

 

上川委員   ３１番 上川です。３番につきましては、場所は県道白山小津線の    の

近くです。もうここは谷間でして、全て山林化しております。説明通り、始末
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書等も出ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

４番につきましては、市道ですけれども、波瀬の    の近くで    と

いうのがあるのですが、その駐車場ということで、隣地の承諾もいただいてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。５番、お願いします。 

 

井谷委員   ３６番 井谷です。１８日に事務局と委員の方々を伴って、現地を見てまい

りました。 

場所は    の南側で、    の事務所の東の所です。説明の通りです

ので、手狭になって駐車場にするという事です。周りに問題はないと思います

ので、よろしくお願いします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。６番、お願いします。 

 

藤田委員   ３９番 藤田です。１８日に、会長並びに部会長、事務局ととも現地を見て

まいりました。当時、昭和４５年頃、周辺の植林された木が大きくなってきて、

日照も得られない場所です。水もあまり期待できない、というような土地でご

ざいます。始末書も出ております。何ら問題はないと思いますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番、お願いします。 

 

岸野委員   ３７番 岸野です。１０月の末に美杉の担当者と現地調査を行いました。請

人は    ですけれども、    を経営しておりまして、申請地を来客用

の駐車場と、それから自己の駐車場用地として利用、計画しております。問題

はありませんので、よろしくお願いします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。それでは地元委員より説明がございましたが、皆さ

んのご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員
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会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 井生、借り人     、貸し人     、申請地 一志

町井生大道    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積１，２６２㎡で

す。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

太陽光発電施設用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、立ち会っ

た地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

上川委員   ３１番 上川です。 

中井生と上井生の間に今まで    の方々が使ってみえた    の跡地

です。非常にきれいにしてありました。何ら問題はないと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より御意見をいただきましたが、皆さん

のご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第４号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 久居、借り人     、貸し人     、申請地 久居

小野辺町東山神    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２０１㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と無期限の使用貸借契約を締結し、

一般個人住宅用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 栗葉、借り人     、貸し人     、申請地 久居

一色町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４９３㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の使用貸借契約を締結し、

一般個人住宅用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

件数はこの２件、合計面積は、いずれも畑で６９４㎡でございます。 
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農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井です。これも同じく久居地区、１８日に現地確認へ行ってまい

りました。 

場所は高茶屋の西側に    という    がありますけど、それの西で、

周囲は小野辺地区で、梨畑なんですけど、最近は住宅がたくさん立ってきまし

て、今回の申請地も西側は住宅、東側も住宅が建って、北側は道路、南側が空

いている程度で、申請地については貸し人の方が家庭菜園をされている程度で、

特に問題はないと思われますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。これも１８日に現地確認を行ってもらいました。 

場所は、県道平生庄田線沿いにありまして、     の近くになります。

それで、貸し人と借り人は親子関係ですので、何ら問題はないと思いますので

よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意

見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 大三、願出者     、申請地 白山町三ヶ野古垣内   、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１１６㎡です。 

これにつきましては、固定資産評価証明書により、昭和元年に申請地に建物

が建築されたことが確認できますので、津市農業委員会非農地証明事務取扱要

領第３条第１項第１号の規定により、当該土地が昭和２１年１１月２２日に施

行された農地調整法の一部を改正する法律の施行日の前日以前から農地以外に

供されている要件に該当しております。以上で説明を終わります。 
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち

会った地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

井谷委員   ３６番 井谷です。１８日、当日、事務局の方と、委員３名で現地へ行って

きました。建設されたのはここに書かれている家であります。 

この方は、遠い所に住んでいらっしゃいますが、もう退職されて、いよいよ

また地元へ帰って来るというような事で新しく近くの所に宅地がありまして、

古いほうを壊して今、建築中であります。そのような形で、ひとつお認めいた

だきたいと思います。以上です。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん

のご意見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第６号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することに決定し

たいと思います。 

続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第７号 農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について、を議題と

いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

次のページの、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

地区別に、下の合計欄でご説明いたします。 

久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、合わせて３５，７１㎡、

畑の賃貸借、使用貸借、合わせて６，１７１㎡、契約件数は１６件でございま

す。 

一志地区につきましては、田の賃貸借で４１，３０２㎡、契約件数は３０件

でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借で２０，０２０㎡、畑の賃貸借で    

３，１６８㎡、契約件数は１０件でございます。 

美杉地区につきましては、田の使用貸借で３９１㎡、契約件数は１件でござ

います。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて９６，７８４㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて９，３３９㎡、合計契約件数は５７件、

合計面積は１０６，１２３㎡となっております。 

認定農業者への集積状況は、久居地区で５件、一志地区で１２件、白山地区
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で２件、合計１９件、合計面積６０，４６６㎡となっております。 

なお、今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上で

説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。皆さんのご意見をお

伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました議案第７号に

ついて、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました議案等は、スムーズに進行いただきました

もので早く終わりました。 

これをもちまして、第１１回第２農地部会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  午後３時５分 

上記は、第１１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２５年１１月２１日 

 

 

                       議  長 

           
                       出席委員 

 

                       出席委員 


